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▼
売
却
方
法　
Ｋ
Ｓ
Ｉ
官
公
庁
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
が
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
て
行
う
競
争
入
札

▼
売
却
物
件
の
内
容　
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
Ｉ 

　
Ｒ
Ｘ
―
３
Ａ　
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ

▼
参
加
申
込
期
間　
4
月
14
日
㈪
午
後

１
時
〜
5
月
1
日
㈭
午
後
2
時

▼
入
札
期
間　
5
月
20
日
㈫
午
後
１
時

〜
22
日
㈭
午
後
11
時

▼
参
加
条
件
・
注
意
事
項　
入
札
に
参

加
す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
登
録
が

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
那
須
町　
公
有
財
産
売
却
」
で
検
索

▼
問
合
せ　
財
政
課
契
約
管
理
係

　
☎
72
‐
6
9
0
2

　
県
内
の
自
治
体
で
は
初
め
て
の
出
店

と
な
り
、
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
不
用
と

な
っ
た
備
品
を
出
品
し
ま
す
。

　
町
不
用
物
品
を
必
要
と
す
る
方
へ
渡

す
こ
と
で
リ
ユ
ー
ス
に
よ
る
ゴ
ミ
削
減

と
循
環
型
社
会
の
実
現
に
向
け
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

▼
問
合
せ　
財
政
課
契
約
管
理
係

　
☎
72
‐
6
9
0
2

・
単
身
赴
任
等
で
配
偶
者
が
受
給
者
や

児
童
手
当
の
支
給
対
象
児
童
と
別
居

す
る
よ
う
に
な
っ
た

・
進
学
等
の
た
め
児
童
手
当
の
支
給
対

象
児
童
が
別
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た

・
第
3
子
以
降
算
定
対
象
者
（
※
）
の

職
業
等
（
進
学
し
た
・
卒
業
し
た
・

就
職
し
た
等
）
に
変
更
が
あ
っ
た

・
児
童
手
当
の
支
給
対
象
と
な
る
児
童

が
高
校
を
卒
業
し
、
第
3
子
以
降
算

定
対
象
者
（
※
）
と
な
っ
た

・
養
育
す
る
者
が
変
わ
っ
た
な
ど

※
第
3
子
以
降
算
定
対
象
者
と
は
、
児

童
手
当
の
支
給
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん

が
、
多
子
加
算
の
児
童
数
カ
ウ
ン
ト
に

含
め
る
こ
と
が
で
き
る
大
学
生
年
代
の

子
の
こ
と
で
す
。

　
そ
の
事
由
が
あ
っ
た
翌
日
か
ら
15
日

以
内
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続

き
の
内
容
に
よ
っ
て
は
遅
れ
た
月
分
の

児
童
手
当
が
受
け
取
れ
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
住
民
生
活
課
住
民
年
金
係

　
☎
72
‐
6
9
0
8

児
童
手
当
の
受
給
状
況
が

変
わ
っ
た
と
き
は
届
け
出
が

必
要
で
す

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

公
有
財
産
の
売
り
払
い
の
お
知
ら
せ

ホームページ

ホームページ

那須町
「メルカリShops」

はこちら

ＫＡＷＡＩ ＲＸ―３Ａ　グランドピアノ

　
3
月
10
日
、
那
須
町
「
メ
ル
カ
リ

S
h
o
p
s
」
の
出
店
式
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

〇
手
続
き
が
必
要
な
世
帯

　
令
和
7
年
3
月
14
日
に
対
象
と
見
込

ま
れ
る
世
帯
の
世
帯
主
あ
て
に
「
住
民

税
非
課
税
世
帯
給
付
金
支
給
要
件
確
認

書
」
を
発
送
し
ま
し
た
。
同
封
し
た
返

信
用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
方
へ
の
対
応

　
Ｄ
Ｖ
な
ど
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
等
）

を
理
由
に
、
町
内
に
住
民
登
録
が
な
い

方
で
も
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、

申
請
を
行
う
こ
と
で
受
給
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

▼「
振
り
込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情
報

の
詐
取
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
自
宅
や
職
場
な
ど
に
都
道
府
県
・
市

町
村
や
国
（
の
職
員
）
な
ど
を
か
た
る

不
審
な
電
話
や
郵
便
が
あ
っ
た
場
合

は
、
役
場
や
最
寄
り
の
警
察
署
ま
た
は

警
察
相
談
専
用
電
話
（
＃
9
1
1
0
）

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
給
付
対
象
者　
基
準
日
（
令
和
6
年
12

月
13
日
）
時
点
で
町
内
に
住
民
登
録
を
有

し
、
世
帯
全
員
の
令
和
6
年
度
分
の
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

※
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶

養
親
族
等
の
み
か
ら
な
る
世
帯
を
除
き

ま
す
。

▼
給
付
金
の
支
給
額

〇
非
課
税
世
帯
分
　

　
１
世
帯
当
た
り
3
万
円

〇
こ
ど
も
加
算
分　
1
人
当
た
り
2
万
円

※
18
歳
以
下
の
子
ど
も
が
い
る
世
帯
に

は
、
子
ど
も
1
人
当
た
り
2
万
円
を
加

算
し
ま
す
。

▼
支
給
手
続
き

〇
手
続
が
不
要
と
な
る
世
帯

　
令
和
7
年
3
月
13
日
に
世
帯
主
あ
て

に
「
住
民
税
非
課
税
世
帯
給
付
金
支
給

申
込
書
」
を
発
送
し
ま
し
た
。
手
続
き

は
不
要
で
す
。

栃木県内初！那須町
「メルカリShops」

出店を開始

住民税非課税世帯
物価高騰支援給付金を支給します
■問合せ　総務課総務係　☎72-6901


